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本県におけるツキノワグマの目撃状況と対策
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本県のおけるツキノワグマの目撃が増えています
・特に、令和6年度以降、目撃情報が急増︕
・Ｒ７年度は、これまで目撃情報がなかった奈良市、天理市、
宇陀市、山添村、御杖村、大淀町で併せて59件の目撃情報あ
り

クマにであわないよう以下のことを気をつけましょう︕
本県におけるツキノワグマの目撃情報件数の推移
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目撃情報等の提供

２

県ホームページでクマに関する情報を提供しています（https://www.pref.nara.lg.jp/n118/66169.html）
●ファイル形式での目撃情報 ●クマの生態と対策について令和７年度　奈良県ツキノワグマ目撃情報一覧 令和8年3月31日 現在五條市 10 件 吉野町 4 件 下市町 9 件 黒滝村 7 件 天川村 2 件 野迫川村 3 件十津川村 24 件 上北山村 6 件 下北山村 3 件 川上村 11 件 東吉野村 13 件 大台ヶ原 4 件奈良市 32 件 天理市 4 件 宇陀市 10 件 山添村 7 件 曽爾村 1 件 御杖村 2 件大淀町 3 件123456789101112131415161718192021222324252627

下市町 才谷令和7年5月11日 18:20 下市町 才谷令和7年5月14日 19:02 川上村 井戸令和7年5月14日 10:00 宇陀市 榛原長峯
令和7年5月27日 20:00 野迫川村 北股令和7年5月28日 12:00 奈良市 月ヶ瀬月瀬令和7年5月28日 11:00 川上村令和7年5月29日 16:00 奈良市 針ヶ別所町令和7年5月30日 5:20 奈良市 忍辱山町令和7年5月30日 7:30 奈良市 針ヶ別所町令和7年5月31日 13:40 東吉野村 木津令和7年6月2日 5:30 天川村 川合令和7年6月4日 16:10 東吉野村 小

武木令和7年5月29日 7:00 奈良市 阪原町
令和7年5月25日 19:00 野迫川村 北股令和7年5月26日 11:15 山添村 吉田令和7年5月26日 10:45 山添村 吉田令和7年5月27日 8:59 山添村 中峰山
令和7年5月18日 11:00 天理市 福住町鈴原令和7年5月19日 14:00 野迫川村 北股令和7年5月19日 7:50 天理市 内馬場町宇陀市 榛原萩原令和7年5月14日 12:40 宇陀市 榛原赤瀬令和7年5月14日 13:50 宇陀市 榛原萩原令和7年5月16日 22:30 川上村 武木

96 件 保護管理重点地域外 59 件No.
※大台ヶ原での目撃情報は上北山村・川上村での目撃として計上されません。ツキノワグマ保護管理重点地域外市町村計（大台ヶ原含む） 155 件 保護管理重点地域内 備  考令和7年4月16日 15:40日　時 十津川村 上葛川市町村 大字目撃場所令和7年5月9日 6:45

令和7年5月20日 16:00 吉野町 山口
令和7年5月14日 12:30



目撃情報等の提供（令和７年度）

３

☆加えて本日5/１３からマップ形式による目撃情報を公開します
●目撃情報の詳細を確認できます（以下、Ｒ７年度の目撃情報を表⽰しています）

クマにカーソルを
あわせると目撃情
報の詳細が表示

情報の詳細画面移動 ※１ 確からしい・保護管理重点地域での目撃事案・保護管理重点地域以外での目撃情報で、カメラ等でクマと特定できた事案※2 不確定・保護管理重点地域以外での目撃情報で、クマと特定できなかった事案

ＮＯ 12情報種別 目撃目撃日時 2025/5/19 7:50市町村 天理市大字 内馬場町目撃数 1目撃対象 クマ目撃タイプ 単独で⾏動目撃時の状況 天理トンネルを抜けたところ（天理ダム側）の国道25号線を⻄から東に向けて森の中を⾛って⾏った備考 ○保護管理重点地域とは︖・奈良県ツキノワグマ保護管理計画において、クマが恒常的に生息しているとしている地域・五條市（吉野川以南）、吉野町、下市町、⿊滝村、天川村、野迫川村、⼗津川村、下北⼭村、上北⼭村、川上村、東吉野村の１１市町村

● 目撃日時 2026/1/4 17:00吉野町丹治 ⽝の散歩中に目撃● 目撃日時 2026/1/5 10:00東吉野村挟⼾ ⽖痕● 目撃日時 2026/1/10 7:30五條市⻄吉野町唐⼾ ⽖痕● 目撃日時 2026/1/10 7:30五條市⻄吉野町唐⼾ ⽖痕● 目撃日時 2026/1/19 18:15⼤淀町⾺佐 県道222号線にて⾞中より目撃。北⻄⽅⾯の森に逃げていった。● 目撃日時 2026/1/30 22:20生駒市小倉寺町 七ツ森地蔵付近 灰色で4つ足で歩く個体

直近3ヶ月の出没情報
○マップ上の凡例について

︓確からしい
︓不確定



４

○マップ上の凡例について
︓確からしい
︓不確定※１ 確からしい・保護管理重点地域での目撃事案・保護管理重点地域以外での目撃情報で、カメラ等でクマと特定できた事案※2 不確定・保護管理重点地域以外での目撃情報で、クマと特定できなかった事案

○保護管理重点地域とは︖・奈良県ツキノワグマ保護管理計画において、クマが恒常的に生息しているとしている地域・五條市（吉野川以南）、吉野町、下市町、⿊滝村、天川村、野迫川村、⼗津川村、下北⼭村、上北⼭村、川上村、東吉野村の１１市町村

R8.5.8現在

目撃情報等の提供（令和８年度）



「奈良県ツキノワグマ保護管理計画」の改定

５

○経緯
近年のツキノワグマの⽣息域の拡⼤並びに⽣息数の増加に鑑み、昨年１０⽉に
「奈良県ツキノワグマ保護管理計画」を改定し、保護重視から管理へと⽅針転換

○改定した計画の主な概要
・人とツキノワグマとが共存していけるように、
「集落」、「集落周辺」、「森林」の３つのゾーンに区分

「集落ゾーン」では、
有害捕獲を実施し、捕獲した個体は、原則、殺処分とする
「集落周辺ゾーン」では、
ツキノワグマの潜み場所をなくすため、藪等の刈り払いを⾏い、「集落ゾーン」と「森林
ゾーン」の緩衝地帯の整備を進める
「森林ゾーン」では、
生息数に関わらず、原則有害捕獲は実施せず、保護を継続する



緊急銃猟制度について

６

緊急銃猟制度とは
○Ｒ7年9月からスタート
○以下の4つの条件を満たせば市町村⻑の判断で銃猟が⾏える
・クマ等が人の日常生活圏に侵入
・人の生命、身体への危害を防止する措置が緊急に必要
・銃猟以外の方法で的確かつ迅速に捕獲等することが困難
・住⺠等に弾丸が到達する恐れがない場合

県の取り組み
昨年度
円滑に緊急銃猟が⾏えるように市町村、県警察、ハンター
を対象に訓練を実施

参加市町数︓１９市町村
今年度
・県では平成6年以降クマの狩猟が禁⽌されており、クマを射撃できるハン
ターがいない

・銃猟が適正かつ安全に⾏われるように、クマを射撃できるハンターを育成す
るための研修会を実施予定

緊急銃猟に関する机上訓練


